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中国化薬㈱江田島工場第１廃薬焼却場爆発事故に係る

一時使用停止命令の解除について

平成１８年３月２７日に発生した中国化薬㈱江田島工場の第１廃薬焼却場爆発事故に

際し、当部は、同日付けで火薬類取締法第４５条第１号の規定により第１廃薬焼却場の

使用停止命令を発令しました。

この度、５月２３日付けで、同社から事故原因及び再発防止対策について報告書の提

出を受け、当部として、同報告書の内容を確認検討し、５月２６日に実施した立入検査

により、再発防止対策の実施状況等について確認を行い、同社の措置を妥当だと認めま

したので、本日付けで一時停止命令の解除を行ないました。

なお、本件に係る経過及び概要については別紙のとおりです。
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中国化薬㈱江田島工場第１廃薬焼却場爆発事故の経過及び

製造施設の一部の一時停止命令の解除について
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経 済 産 業 省
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１．平成１８年３月２７日、１６時５８分頃、中国化薬株式会社江田島工場（広島県

江田島市江田島町）の第１廃薬焼却場において廃薬の焼却中に爆発事故が発生し、作

業者１名が罹災した。

２．当部は、直ちに、火薬類取締官２名を現地に派遣し、爆発現場及び関係書類等につ

いて調査を行い、同日、２２時３０分に、中国化薬株式会社（以下 「同社」とい、

う ）に対し、火薬類取締法第４５条第１号の規定に基づき第１廃薬焼却場の一時使。

用停止命令を発令した。

３．当部は、引き続き、翌日２８日も火薬類取締官を現地に派遣し、事故の発生状況に

ついて調査を行い、４月１０～１３日に同社が行った原因究明に係る燃焼試験への立

会、さらに、５月１０日に本件事故に係る法令違反の有無を確認するための立入検査

を実施し、法令違反がないことを確認した。

４．当部は、同社に対し、原因の究明及び再発防止対策の策定を求め、事故報告書の提

出を要請し、５月２３日、本件事故に係る報告書が当部に提出された。

なお、事故報告書のとりまとめにあたって、同社に対し指導等を行った。

５．同社は、本件爆発事故の原因として、

①燃え方が異なる異種の廃薬を並べて焼却した。

②廃薬に含まれていた酸と他の廃薬との混触による異常燃焼が発生した。

③廃薬が山盛りになり、下部が密閉され、内圧が上昇した。

これらの条件が重なり、爆発に至ったと推定した。

また、事故発生時に作業者が焼却場内に立ち入った要因として、①点火の異常、

②立ち消え、③異常燃焼、④廃薬の燃焼状態の確認などの理由が生じ、作業者が廃薬

焼却施設内に立ち入ったと推定した。

併せて、同社は、事故が発生した背景として

①事故発生日は、終業時間直前に、数種の廃薬が同時に焼却場に運びこまれてお

り、作業者に異種の廃薬を並べて焼却させる可能性を生じさせた。

②焼却作業において、作業の計画、安全管理が作業者に一任されている状況にあ

った。

とし、焼却中に作業者が立ち入った背景としては、事故を起こした焼却施設は、燃焼

状況の監視システム、焼却作業中の立ち入り防止対策などが不十分で、ヒューマンエ

ラーを引き起こす可能性があったとした。



６．当部は、この間の現地調査及び立入検査並びに同社に対する事情聴取等により、同

社が事故報告書において推定した事故原因及びその背景について、妥当なものである

と判断した。

７．また、同社はこれら爆発原因及び背景を基に以下の再発防止対策をまとめた。

(１)設備面の対策

①異種の廃薬を並べて焼却しないようにするための対策として、廃薬焼却皿を増設し、

廃薬の種類に応じた専用の焼却皿とするとともに、廃薬の一時置き場についても廃

薬毎に区分した保管管理とする。

②焼却中に作業者が立ち入らないようにするための対策として、焼却中及び焼却後の

一定時間は焼却場内に入れないようインターロック機構を新設する等の措置を講じ

る。

また、燃焼状態が的確に監視できるよう、遠隔監視システムの拡充等を図る。

(２)作業標準の見直し及び作業管理体制、監督指導体制等管理面に係る対策

①廃薬焼却作業工程を、同社の規定にある「特定工程」として指定し、保安管理体制

を強化する。

②作業標準を見直し、廃薬の保管方法、専用焼却皿による焼却等について明記すると

もに、終業間際の持ち込みを規制するため、廃薬の最終受付時間を明記する。

③廃薬焼却に係るスケジュール管理を徹底するため、その日毎に発生する廃薬の種類

と量を把握し、廃薬作業計画書を作成、製造保安責任者の承認を得た上で廃薬焼却

作業を行うこととする。

④廃薬焼却作業を２名による作業とする。また、廃薬焼却作業の監督指導体制を強化

するため、製造副保安責任者を正１名体制から、正１名を補完する副２名を追加す

る。

８．当部は、同社の再発防止対策について、改めて、５月２６日に立入検査を実施し、

設備の改善計画、作業標準書等の見直し等の状況、その他全般的な安全管理対策及び

今後の実施計画等について確認を行い、さらに、同社幹部から今後の保安対策につい

ての方針を聴取したことにより、同社における総合的な保安対策が確認できたことか

ら、同施設について安全の確保が図られたものと判断し、同施設の一時停止命令の解

除を行うこととした。

なお、再発防止対策のうち、今後、実施を予定している対策については、その進捗

状況について、定期的に同社から当部へ報告させるものとした。


